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同意第５号 

   人権擁護委員の推薦について 

 次の者を人権擁護委員に推薦したいので、人権擁護委員法（昭和24年法律第139号）

第６条第３項の規定により、議会の意見を聞く。 

  令和７年11月 28日提出 

東浦町長 日 髙 輝 夫    

 

   長 坂 孝 德 

    東浦町大字生路 昭和51年生 

 

   提案理由 

 人権擁護委員杉浦義治の任期が、令和８年３月 31 日をもって満了となることに伴

い、次期委員を法務大臣に推薦するため提案するものである。 
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報告第10号 

   損害賠償の額の決定及び和解について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により議会において指

定されている事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によ

り報告する。 

  令和７年11月 28日提出 

                       東浦町長 日 髙 輝 夫 
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専 決 処 分 書 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定により、次のとおり

専決処分する。 

  令和７年10月 27日 

                       東浦町長 日 髙 輝 夫 

 

   損害賠償の額の決定及び和解について 

 道路の管理瑕疵による物損事故について、下記のとおり損害賠償の額を決定し、及

び和解するものとする。 

記 

１ 事故の概要 

  令和７年７月８日（火）午後７時頃、相手方が町道藤江202号線に設置してある

横断側溝を車両で通過しようとしたところ、当該側溝のグレーチングが固定されて

いなかったことにより当該車両の右前輪に跳ね上げられ、運転席のドア等が破損し

た。 

 

２ 損害賠償の額 

  726,854円 

 東浦町 相手方 

損 害 額 ０円 726,854円 

過 失 割 合 100％ ０％ 

賠 償 額 726,854円 ０円 

 

３ 和解の内容 

  町は、相手方に対して、726,854円を支払うこととする。 
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議案第56号 

東浦町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

制定について 

東浦町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように

定めるものとする。 

  令和７年11月 28日提出 

東浦町長 日 髙 輝 夫    

 

   東浦町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

  （趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 34 条の 16 第１項の

規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとす

る。 

 （一般型乳児等通園支援事業所に係る乳児室の面積） 

第２条 一般型乳児等通園支援事業所（乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する

基準（令和７年内閣府令第１号。以下「省令」という。）第21条に規定する一般型

乳児等通園支援事業所をいい、居宅訪問型保育事業を行うものを除く。）に係る乳児

室の面積は、乳児又は満２歳に満たない幼児１人につき3.3平方メートル以上とす

る。 

（その他の基準） 

第３条 前条に定めるものを除くほか、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する

基準は、省令に定めるとおりとする。 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

   提案理由 

 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるため提案するものである。 
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議案第 57 号 

   東浦町道路の構造の技術的基準を定める条例の一部改正について 

 東浦町道路の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例を次のよう

に定めるものとする。 

  令和７年 11 月 28 日提出 

東浦町長 日 髙 輝 夫    

 

   東浦町道路の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例 

東浦町道路の構造の技術的基準を定める条例（平成 24 年東浦町条例第 26 号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表中、改正前の欄の条を改正後の欄の条に改める。 

改正後 改正前 

（車線等） 

第４条 車道（副道、停車帯、自転車通

行帯その他道路構造令施行規則（昭和

46 年建設省令第７号。以下「省令」と

いう。）第２条に定める部分を除く。）

は、車線により構成されるものとす

る。ただし、第３種第５級又は第４種

第４級の道路にあっては、この限りで

ない。 

２から４まで 略 

５ 第３種第５級又は第４種第４級の

普通道路の車道（自転車通行帯を除

く。）の幅員は、４メートルとするも

のとする。ただし、当該普通道路の計

画交通量が極めて少なく、かつ、地形

の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない場合又は第 33 条の規定に

より車道に狭窄
さく

部を設ける場合にお

いては、３メートルとすることができ

る。 

（副道） 

第６条 略 

２ 副道（自転車通行帯を除く。）の幅

員は、４メートルを標準とするもの

とする。 

（車線等） 

第４条 車道（副道、停車帯その他道路

構造令施行規則（昭和 46 年建設省令

第７号。以下「省令」という。）第２条

に定める部分を除く。）は、車線によ

り構成されるものとする。ただし、第

３種第５級又は第４種第４級の道路

にあっては、この限りでない。 

 

２から４まで 略 

５ 第３種第５級又は第４種第４級の

普通道路の車道の幅員は、４メートル

とするものとする。ただし、当該普通

道路の計画交通量が極めて少なく、か

つ、地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ない場合又は第 33 条の

規定により車道に狭窄
さく

部を設ける場

合においては、３メートルとすること

ができる。 

 

（副道） 

第６条 略 

２ 副道の幅員は、４メートルを標準と

するものとする。 
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（自転車通行帯） 

第８条の２ 自動車及び自転車の交通

量が多い道路（自転車道を設ける道路

を除く。）には、車道の左端寄り（停車

帯を設ける道路にあっては、停車帯の

右側。次項において同じ。）に自転車

通行帯を設けるものとする。ただし、

地形の状況その他の特別の理由によ

りやむを得ない場合においては、この

限りでない。 

２ 自転車の交通量が多い道路又は自

動車及び歩行者の交通量が多い道路

（自転車道を設ける道路及び前項に

規定する道路を除く。）には、安全か

つ円滑な交通を確保するため自転車

の通行を分離する必要がある場合に

おいては、車道の左端寄りに自転車通

行帯を設けるものとする。ただし、地

形の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合においては、この限

りでない。 

３ 自転車通行帯の幅員は、1.5 メート

ル以上とするものとする。ただし、地

形の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合においては、１メー

トルまで縮小することができる。 

４ 自転車通行帯の幅員は、当該道路の

自転車の交通の状況を考慮して定め

るものとする。 

（自転車道） 

第９条 自動車及び自転車の交通量が

多い第３種（第４級及び第５級を除

く。次項において同じ。）又は第４種

（第３級及び第４級を除く。同項にお

いて同じ。）の道路で設計速度が１時

間につき 60 キロメートル以上である

ものには、自転車道を道路の各側に設

けるものとする。ただし、地形の状況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自転車道） 

第９条 自動車及び自転車の交通量が

多い道路には、自転車道を道路の各

側に設けるものとする。ただし、地

形の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合においては、この

限りでない。 
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その他の特別の理由によりやむを得

ない場合においては、この限りでな

い。 

２ 自転車の交通量が多い第３種若し

くは第４種の道路又は自動車及び歩

行者の交通量が多い第３種若しくは

第４種の道路で設計速度が１時間に

つき 60 キロメートル以上であるもの

（前項に規定する道路を除く。）には、

安全かつ円滑な交通を確保するため

自転車の通行を分離する必要がある

場合においては、自転車道を道路の各

側に設けるものとする。ただし、地形

の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない場合においては、この限り

でない。 

３から５まで 略 

 （自転車歩行者道） 

第10条 自動車の交通量が多い道路（自

転車道又は自転車通行帯を設ける道

路を除く。）には、自転車歩行者道を

道路の各側に設けるものとする。ただ

し、地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ない場合においては、こ

の限りでない。 

２から４まで 略 

（歩道） 

第 11 条 第４種（第４級を除く。）の道

路（自転車歩行者道を設ける道路を除

く。）、歩行者の交通量が多い第３種

（第５級を除く。）の道路（自転車歩

行者道を設ける道路を除く。）又は自

転車道若しくは自転車通行帯を設け

る第３種若しくは第４種第４級の道

路には、その各側に歩道を設けるもの

とする。ただし、地形の状況その他の

特別の理由によりやむを得ない場合

においては、この限りでない。 

 

 

 

２ 自転車の交通量が多い道路又は自

動車及び歩行者の交通量が多い道路

（前項に規定する道路を除く。）には、

安全かつ円滑な交通を確保するため

自転車の通行を分離する必要がある

場合においては、自転車道を道路の各

側に設けるものとする。ただし、地形

の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない場合においては、この限り

でない。 

 

 

 

３から５まで 略 

 （自転車歩行者道） 

第10条 自動車の交通量が多い道路（自

転車道を設ける道路を除く。）には、

自転車歩行者道を道路の各側に設け

るものとする。ただし、地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得な

い場合においては、この限りでない。 

 

２から４まで 略 

（歩道） 

第 11 条 第４種（第４級を除く。）の道

路（自転車歩行者道を設ける道路を除

く。）、歩行者の交通量が多い第３種

（第５級を除く。）の道路（自転車歩

行者道を設ける道路を除く。）又は自

転車道を設ける第３種若しくは第４

種第４級の道路には、その各側に歩道

を設けるものとする。ただし、地形の

状況その他の特別の理由によりやむ

を得ない場合においては、この限りで

ない。 
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２から５まで 略 

（待避所） 

第 31 条 第３種第５級の道路には、次

に定めるところにより、待避所を設け

るものとする。ただし、交通に及ぼす

支障が少ない道路については、この限

りでない。 

（１）及び（２）略 

（３）待避所の長さは、20 メートル以上

とし、その区間の車道（自転車通行

帯を除く。）の幅員は、５メートル以

上とすること。 

（小区間改築の場合の特例） 

第 39 条 道路の交通に著しい支障があ

る小区間について応急措置として改

築を行う場合（次項に規定する改築を

行う場合を除く。）において、これに隣

接する他の区間の道路の構造が、第４

条、第５条第３項から第５項まで、第

６条、第８条、第８条の２第３項、第

９条第３項、第 10 条第２項及び第３

項、第 11 条第３項及び第４項、第 13

条第２項及び第３項、第 16 条から第

23 条まで、第 24 条第３項並びに第 26

条の規定による基準に適合していな

いためこれらの規定による基準をそ

のまま適用することが適当でないと

認められるときは、これらの規定によ

る基準によらないことができる。 

２ 道路の交通の安全の保持に著しい

支障がある小区間について応急措置

として改築を行う場合において、当該

道路の状況等からみて第４条、第５条

第３項から第５項まで、第６条、第７

条第２項、第８条、第８条の２第３項、

第９条第３項、第 10 条第２項及び第

３項、第 11 条第３項及び第４項、第

13 条第２項及び第３項、第 20 条第１

２から５まで 略 

（待避所） 

第 31 条 第３種第５級の道路には、次

に定めるところにより、待避所を設け

るものとする。ただし、交通に及ぼす

支障が少ない道路については、この限

りでない。 

（１）及び（２）略 

（３）待避所の長さは、20 メートル以上

とし、その区間の車道の幅員は、５

メートル以上とすること。 

 

（小区間改築の場合の特例） 

第 39 条 道路の交通に著しい支障があ

る小区間について応急措置として改

築を行う場合（次項に規定する改築を

行う場合を除く。）において、これに

隣接する他の区間の道路の構造が、第

４条、第５条第３項から第５項まで、

第６条、第８条、第９条第３項、第 10

条第２項及び第３項、第 11 条第３項

及び第４項、第 13 条第２項及び第３

項、第 16 条から第 23 条まで、第 24

条第３項並びに第 26 条の規定による

基準に適合していないためこれらの

規定による基準をそのまま適用する

ことが適当でないと認められるとき

は、これらの規定による基準によらな

いことができる。 

２ 道路の交通の安全の保持に著しい

支障がある小区間について応急措置

として改築を行う場合において、当該

道路の状況等からみて第４条、第５条

第３項から第５項まで、第６条、第７

条第２項、第８条、第９条第３項、第

10 条第２項及び第３項、第 11 条第３

項及び第４項、第 13 条第２項及び第

３項、第 20 条第１項、第 22 条第２

10



 

項、第 22 条第２項、第 24 条第３項、

次条第１項及び第２項並びに第 41 条

第１項の規定による基準をそのまま

適用することが適当でないと認めら

れるときは、これらの規定による基準

によらないことができる。 

項、第 24 条第３項、次条第１項及び

第２項並びに第 41 条第１項の規定に

よる基準をそのまま適用することが

適当でないと認められるときは、これ

らの規定による基準によらないこと

ができる。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

   提案理由 

 自転車通行帯に係る構造の技術的基準を加えるため提案するものである。 
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議案第 58 号 

   令和７ 年度東浦町一般会計補正予算（ 第６ 号）  

 令和７ 年度東浦町の一般会計の補正予算（ 第６ 号） は、 次に定める と こ ろによ る ｡ 

 （ 歳入歳出予算の補正）  

第１ 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 416, 818 千円を追加し 、 歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 20, 842, 286 千円と する 。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごと の金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「 第１ 表 歳入歳出予算補正」 によ る 。  

 （ 繰越明許費）  

第２ 条 地方自治法第 213 条第１ 項の規定によ り 、 翌年度に繰り 越し て使用する こ と

ができ る 経費は、「 第２ 表 繰越明許費」 によ る 。  

 （ 債務負担行為の補正）  

第３ 条 債務負担行為の追加は、「 第３ 表 債務負担行為補正」 によ る 。  

令和７ 年 11 月 28 日提出 

東浦町長 日 髙 輝 夫    
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(単位：千円)

２ 道路橋りょ

　　う費　　　
８ 土 木 費 23,360町 道 吉 田 線 整 備 事 業

第 ２ 表    繰 越 明 許 費

事　　　業　　　名 金　額款 項
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(単位：千円)

限　度　額

第 ３ 表    債 務 負 担 行 為 補 正

 追　加

事　　　　　　項 期　　　　　　　間

都市計画道路藤江線用地購入費及び
物件移転補償費

自　 令 和 ７ 年 度
至　 令 和 ９ 年 度

88,120

自　 令 和 ７ 年 度
至　 令 和 ８ 年 度

9,175保育用品購入費
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議案第59号 

   令和７年度東浦町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 令和７年度東浦町の国民健康保険事業特別会計の補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ38,969千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ4,204,911千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和７年11月28日提出 

東浦町長 日 髙 輝 夫    
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議案第60号 

令和７ 年度東浦町水道事業会計補正予算（ 第２ 号）  

（ 総則）  

第１ 条 令和７ 年度東浦町水道事業会計の補正予算（ 第２ 号） は、 次に定める と こ ろによ

る 。  

（ 業務の予定量）  

第２ 条 令和７ 年度東浦町水道事業会計予算第２ 条に定めた業務の予定量中｢配水設備新設

改良事業417, 483千円｣を｢配水設備新設改良事業417, 454千円｣に改める 。  

（ 収益的収入及び支出）  

第３ 条 令和７ 年度東浦町水道事業会計予算第３ 条に定めた収益的収入及び支出額を次の

と おり 補正する 。  

（ 科目）     （ 既決予定額）   （ 補正予定額）       （ 計）  

収    入 

 第１ 款 水道事業収益 1, 001, 615千円           75千円    1, 001, 690千円 

  第２ 項 営業外収益  211, 760千円          75千円     211, 835千円 

支    出 

 第１ 款 水道事業費用  919, 050千円      △1, 781千円     917, 269千円 

  第１ 項 営業費用   911, 848千円     △1, 781千円     910, 067千円 

（ 資本的収入及び支出）  

第４ 条 令和７ 年度東浦町水道事業会計予算第４ 条本文かっこ 書中「 資本的収入額が資本

的支出額に対し 不足する 額540, 981千円」 を「 資本的収入額が資本的支出額に対し 不足す

る 額540, 952千円」 に改め、 「 過年度分損益勘定留保資金510, 549千円」 を「 過年度分損

益勘定留保資金510, 520千円」 に改め、 資本的支出額を次のと おり 補正する ｡ 

（ 科目）     （ 既決予定額）   （ 補正予定額）       （ 計）  

支    出 

 第１ 款 資本的支出   627, 094千円         △29千円     627, 065千円 

  第１ 項 建設改良費  423, 881千円        △29千円     423, 852千円 

（ 議会の議決を経なければ流用する こ と ができ ない経費）  

第５ 条 令和７ 年度東浦町水道事業会計予算第６ 条で定めた職員給与費を次のと おり 補正

する 。  

（ 科目）     （ 既決予定額）   （ 補正予定額）      （ 計）  

（ １ ） 職員給与費       99, 347千円      △1, 810千円       97, 537千円 

令和７ 年11月28日提出 

                  東浦町長 日  髙  輝  夫     
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議案第61号 

令和７ 年度東浦町下水道事業会計補正予算（ 第２ 号）  

（ 総則）  

第１ 条  令和７ 年度東浦町下水道事業会計の補正予算（ 第２ 号） は、 次に定める と こ ろに

よ る 。  

（ 業務の予定量）  

第２ 条  令和７ 年度東浦町下水道事業会計予算第２ 条に定めた業務の予定量中｢管渠建設改

良事業145, 395千円｣を｢管渠建設改良事業145, 466千円｣に改める 。  

（ 収益的収入及び支出）  

第３ 条 令和７ 年度東浦町下水道事業会計予算第３ 条に定めた収益的収入及び支出額を次

のと おり 補正する 。  

（ 科目）     （ 既決予定額）   （ 補正予定額）       （ 計）  

               収    入 

第１ 款 下水道事業収益  1, 297, 304千円       777千円   1, 298, 081千円 

 第１ 項 営業収益    560, 509千円      28千円    560, 537千円         

  第２ 項 営業外収益   736, 792千円         749千円    737, 541千円 

                支    出 

第１ 款 下水道事業費用 1, 297, 304千円       777千円   1, 298, 081千円 

  第１ 項 営業費用   1, 209, 188千円       777千円    1, 209, 965千円 

 （ 資本的収入及び支出）  

第４ 条 令和７ 年度東浦町下水道事業会計予算第４ 条に定めた資本的収入及び支出額を次

のと おり 補正する ｡ 

（ 科目）     （ 既決予定額）   （ 補正予定額）       （ 計）  

                収    入 

第１ 款 資本的収入     284, 922千円        71千円      284, 993千円 

  第２ 項 出資金     203, 043千円         71千円       203, 114千円 

支     出 

第１ 款 資本的支出     594, 208千円        71千円       594, 279千円 

第１ 項 建設改良費     158, 067千円        71千円       158, 138千円 

（ 議会の議決を経なければ流用する こ と ができ ない経費）  

第５ 条 令和７ 年度東浦町下水道事業会計予算第８ 条で定めた職員給与費を次のと おり 補

正する 。  

（ 科目）     （ 既決予定額）   （ 補正予定額）      （ 計）  

（ １ ） 職員給与費        50, 041千円         794千円       50, 835千円 

令和７ 年11月28日提出 

                  東浦町長 日 髙 輝 夫     
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議案第62号 

町道路線の認定について 

道路法（昭和27年法律第180号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり町道路

線を認定するものとする。 

  令和７年11月 28日提出 

                    東浦町長 日 髙 輝 夫    

 

整理番号 路 線 名 
起   点   ( 地 先 ) 

重要な経過地 
終   点   ( 地 先 ) 

２４２０ 緒川420号線 
東浦町大字緒川字笠松６番１ 

 
東浦町大字緒川字笠松７番１ 

５１９０ 生路190号線 
東浦町大字生路字狭間27番１  

 
東浦町大字生路字狭間29番 

    

提案理由 

開発行為により道路が築造整備されたことから、新たな道路として認定するため提

案するものである。 
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